
第８１号議案

豊川市児童館条例の一部改正について

豊川市児童館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２７年１１月２７日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市児童館条例の一部を改正する条例

豊川市児童館条例（平成１４年豊川市条例第２０号）の一部を次のように改

正する。

第４条第４号中「こざかい児童館」の次に「及びあかさか児童館」を加え

る。

第５条の表中「及びごゆ児童館」を「、ごゆ児童館及びあかさか児童館」に

改める。

別表に次のように加える。

あかさか児童館 豊川市赤坂町西裏７８番地

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、児童に健全な遊び場を与えて、その情操を豊かに

し、健康を増進するとともに、児童を心身ともに健やかに育成するため、あか

さか児童館を設置する必要があるからである。




